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哲学的分析と制度・政策提案をいかに接続する
かについては、これまであまり方法論的議論がな
されてこなかった。抽象的概念について厳密な分
析を行う研究において、具体的政策を論じる段に
なると途端に議論が安直になるということも見ら
れる。本書は、公共政策作成の実践に焦点を当て
た政治哲学的研究についての浩瀚なアンソロジー
である。編者らに従い、この研究のアプローチを
「倫理学と公共政策」と呼ぶ。本書には、教育、
税、金融、貿易、戦争、ジェンダー、多文化主
義、環境問題をはじめとする多くのトピックを扱
う章がある。ここでは、方法を扱う第一部に焦点
を絞ってその内容を紹介・論評することで、「倫
理学と公共政策」がいかなる営みであるかを見て
いきたい。その方法は、上述の方法論的意識の欠
落を部分的に埋めるものとなっている。
なお編者の談によれば「倫理学と公共政策」と

いう名称は、オーソドックスな分析哲学や応用哲
学的アプローチから距離をとっていることを反映
している。ただし本書では、倫理、哲学、規範理
論などの用語は基本的に区別なく用いられてい
る。
第一部には 6つの論文が収められている。各章

の著者たちの考えや用語法は厳密に一致はしてお
らず、それぞれが異なる角度から「倫理学と公共
政策」について、そのやり方、役割や位置づけを
説明している。以下、各章を順にとりあげ、注目
すべき内容を紹介していく。

［第一章］J・ウルフは公共政策作成の実践に焦
点を当てた哲学的・規範的分析を積極的に行なっ
てきた研究者である。彼は本章で、理論先行型
の応用道徳哲学的アプローチの問題を指摘し、
それとの対比で「関与する政治哲学」（engaged 
political philosophy）という立場を打ち出してい

る。その方法は 6つの段階によって説明される。
すなわち、①問題と現状の特定、②その問題に関
する議論や価値の特定と精査、③その問題の歴史
と同時代の類似事例の調査、④ありうる解決策の
見取り図の作成、⑤選択肢の評価、⑥政策提言の
導出。各段階について意義や注意点が説明され
る。解決策の選択に関して現状バイアスが強く働
くこと、評価のための論争的でない観点の提示が
しばしば困難であること、そしてその場合なお対
立の部分的仲裁や回避を実現しうることなどは、
興味深い指摘である。
だが、ウルフの説明にはなぜこの方法が「倫理
学と公共政策」の説得性を担保するのかについて
の体系的説明が欠けている。ウルフの方法は、政
策作成の現場で哲学者として提言を行なってきた
実践の中でうまくいったやり方を方法としてまと
めたものと理解するのが良さそうである。無論そ
のような経験則にも意義はあるが、それだけでは
その方法を理論的に問い直し、洗練させることは
できない。例えば、6段階の順序はどのような根
拠に基づいており、どの程度厳密に遵守されるべ
きなのか。また、目の前の問題とは文脈が異なる
過去や他地域の事例を参照することはなぜ必要な
のか。こうした問いに実践を通じてしか答えられ
ないとすれば、理論的研究には役割はないことに
なる。

［第二章］J・ハワードは、「倫理学と公共政策」
の役割（目的）を明確化することで、その方法に
一定の体系を与えている。その役割とは、市民が
公共政策についての批判的検討と理由に裏打ち
された熟議をよりよく行えるようにすることで
ある。ハワードはこれを「市民的有用性」（civic 
usefulness）と呼ぶ。「倫理学と公共政策」のやり
方について、ハワードの主張はウルフのそれと概
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ね同じである。だが、市民的有用性という目的が
明確になることで、〈価値や理論への根本的不合
意を前提とする〉、〈政策についての不合意を部分
的にのみ解消することを一定の成果とみなす〉、
などの方法的指針の根拠もより明確になる。ハ
ワードの、興味深い方法上の主張を 2つ確認しよ
う。第一に、「倫理学と公共政策」の研究は非専
門家が理解できるように書かれなければならな
い。第二に、一定数の市民が明確に誤った見解を
抱いているとき、「倫理学と公共政策」の研究は
それを「正しい理論」の観点から批判することを
よしとしない。そうではなく、その見解を精査し
つつ、（誤った見解を強化してしまうという危険
を冒してでも）その見解を擁護する最善の議論を
示すべきである。これらの主張はいずれも、熟議
の主体はあくまで市民たち自身であり、「倫理学
と公共政策」の目的は、市民たちが自らの見解に
ついて反省し、よりよく理由づけられた熟議を行
うことを支援することである、という理解から導
かれる。
ハワードの立場は哲学者の役割を「デモクラ

シーの下働き」（スウィフト）に限定するものと
いえるが、それはどこまで徹底できる（すべき）
だろうか。彼の説明にはこの点で曖昧さが残る。
市民が実際に抱いている見解を検証・展開する際
に理論家・哲学者の見解が介入することは不可避
だろう。現実の市民はしばしば自分の見解を不明
瞭・不正確な形でしか把握・表明しないし、まし
て個人ではなく複数の市民が抱く見解を対象とす
る以上、理論的検証を行うには解釈を通じた見解
の特定が必要となる。さらに言えば、推論の仕方
にも理論家の判断が介在しうる。そうした理論家
の見解の介入を恣意的でないものとして正当化す
るにはさらなる説明が必要である。

［第三章］A・ポアマは、倫理学のタスクを様々
に分類することを通じて「倫理学と公共政策」の
位置づけを説明している。なかでも重要な区分は
「倫理学と公共政策」の応用・適用アプローチと
構築的アプローチの区別である。ウルフ、ハワー
ドをはじめ本書への寄稿者の多くが採用する方法

は構築的アプローチに分類される。すでに説明し
てきたように、このアプローチは不合意を前提と
し、特定の理論へのコミットメントを行わない。
これに対して、ウルフが批判するような、特定の
理論的観点から公共政策の問題を検討するのが応
用・適用アプローチと呼ばれる。P・シンガー、
R・ヘア、R・グッディンなどの著作がこちらに
分類されるほか、F・カムやP h・ペティットも
部分的に応用・適用アプローチを採用していると
される。ポアマはいずれのアプローチにも決定的
優位性はないとして、両アプローチを相補的なも
のと位置づけている。
ただし、相補性についてのこの主張は充分に展
開されているとはいえない。ポアマの議論は、一
方のアプローチの成果が他方にとっても有益であ
りうることの指摘にとどまっており、異なる想定
に依拠する両アプローチをいかに組み合わせるか
についての立ち入った議論や指針は示されていな
い。

［第四章］A・ウィールは、公共政策作成の実践
の観点から、規範的分析がどの程度有用でありう
るかを説明している。経験的研究が三人称的観点
をとるのに対して、政策立案者と規範的研究者は
いずれも、より一人称的観点で思考するという対
比は興味深い。またウィールは、不可避的に党派
的で情緒的な要素を持つ政策作成過程において、
いかにして実践的公共的推論がレリヴァンスを維
持しうるかという問いを提起している。その問い
への答えになりうるものとして彼は、公共政策に
影響を及ぼす、または及ぼそうとする者に課され
る「理由に応答することへのアカウンタビリテ
ィ」（accountability for reasonableness）という
観念に注目している。

［第五章］政策決定に携わる人々はしばしばテ
クノクラシー的衝動に駆られ、民主的プロセスを
唾棄したくなる。S・オーとJ・ジョンソンは、
こうした衝動に抗して民主的なアプローチにこだ
わるべき根拠を探究している。著者らは、政策立
案者のツールでもある政治経済学の方法につい
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て、モデル、メカニズム、尺度という鍵概念に関
する重要な研究を行ったT・シェリング、E・オ
ストロム、A・センに注目する。この三者が、い
ずれもデモクラシーの制度とその前提としての個
人の自由と平等にコミットしていたことを示すこ
とで、民主的なアプローチの重要性が主張され
る。

［第六章］J・ハリスとD・ローレンスは、倫理・
道徳的判断を、特別な尊重を要請する科学ないし
専門知として位置づけている。その上で、本章の
後半はそのような専門知としての道徳的判断の具
体的事例の検討にあてられる。専門知としての道
徳的判断の実践において実際に起こりうる問題が
取り上げられている。例えば、当事者の最善の利
益がなんであるかについての不合意や専門家に対
するハラスメントといった困難などである。
公共政策についての規範的研究が専門知として

尊重される（べきである）のはなぜなのか。この
点について著者らは次のようなドウォーキンの指
摘に依拠している。すなわち、規範的研究は人々
が熟慮のうえで抱く価値を反映しており、また、
証拠や議論についての最低限の基準を満たしてい
る。これらは重要な指摘であるが、本章では掘り
下げた議論はなされていない。また、実践の中で
起こりうる様々な問題を示す事例は興味深いが、
そこからどのような一般的示唆が得られるかは明
らかでない。

本書が描く「倫理学と公共政策」の方法は、規
範理論・政治哲学をいかに政策作成の実践的関心
に接続するかについて、一定の方法的土台を示す
ものであり、示唆にとむ。だが、その方法はなお
確かな基礎づけや体系性を欠いており、さらなる
展開が必要である。検討を要する課題として、次
の2点を挙げておきたい。
第一に、この方法はいかにして批判性を維持し

うるのか。「倫理学と公共政策」の関心は非理想
理論およびリアリズムの流れを汲んでおり、現実
の政治のあり方を基本的に所与とする。だが、短
期的な実現可能性の制約を踏まえることには重要

な意義がある一方で、現実に尽く押し切られてし
まうのであれば規範理論として有効であるとは言
えない。ウルフ、ハワード、ポアマらは、グラン
ド・セオリーや理論先行的アプローチにも役割を
認め、分業が可能であるという立場をとる。しか
し、単に「分業が可能」と言うだけでは不充分で
あり、現実主義的な非理想理論と、より現実から
距離をとる理想理論の処方をいかに接続し、両者
の齟齬をいかに解消しうるかを示すことが重要と
なる。
第二に、民主的な公共政策作成過程において、

専門家としての哲学者・規範理論家の役割はいか
なるものか。ハリスとローレンスが言うように、
理論家の提言が尊重に値する専門知であるとすれ
ば、それはどのような根拠によるのか。また、理
論家の役割は市民に代わって推論することを含み
うるのか、あるいは、市民の主体性を徹底して尊
重し、市民による判断のための材料を提供するの
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4

であるべきなのか。後者の場合、専門家が市民
の実際の判断を理論を通じて先取りすることはな
お望ましいと言いうるだろうか。これらの問いに
取り組むことで、なぜ理論家の判断や解釈が恣意
的・個人的な意見以上のものと言えるのかを示す
必要がある。さらに、専門知に対するデモクラシ
ーの優位についても、オーとジョンソンが示すよ
うな間接的な論拠では不充分である。より明確な
根拠を示すことなしには、デモクラシーと専門家
の緊張をはらんだ協働についての明晰な理解はあ
り得ないだろう。


